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4. 措置及び汚染土壌の搬出と処理の事例 

 

4.1 地下水汚染の有無 

 

令和６年度に指定された要措置区域における地下水汚染の有無を表 4-1 に示す。地下水汚染の

ある要措置区域は 19 件（23％）であった。 

 

表 4-1 要措置区域における地下水汚染の有無（令和６年度） 

 
（件数） 

 
 

 

4.2 指示措置の内容 

 

令和６年度に提出された 83 件の汚染除去等計画書に基づいた要措置区域における指示措置の

内容の件数を指定に係る特定有害物質の種類別に表 4-2 に示す。地下水の摂取等によるリスクに

対する指示措置は「地下水の水質の測定」が最も多かった。直接摂取によるリスクに対する指示

措置は「盛土」であった。 

また、指示措置と同計画書に基づいた実施措置の方法との関係を表 4-3 及び表 4-4 に示す。地

下水の摂取等によるリスクにおいて、指示措置が「地下水の水質の測定」であって、実施措置の

方法が「掘削除去」での計画事例の件数が最も多かった。直接摂取によるリスクにおいては、指

示措置が「盛土」であって、実施措置の方法が「立入禁止」の計画事例であった。 

 

表 4-2 指示措置の内容 

 
（件数：複数回答有） 

 
 

注１）１つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることがあるため、「指示措置の件数」は汚染除去等

計画書の提出件数と一致しない。 

注２）指示措置は規則別表第６に定める「講ずべき汚染の除去等の措置」である。 

注３）（ ）内の数値は、平成 22 年度からの累計件数である。 

VOC
（第一種）
不適合

重金属
（第二種）
不適合

農薬等
（第三種）
不適合

複合汚染

地下水汚染がある 19 11 7 0 1

地下水汚染がない 64 10 50 0 4

合　計 83 21 57 0 5

要措置区域
指定件数

地下水汚染の有無

R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計

地下水の水質の測定 68 ( 807) 6 ( 112) 54 ( 603) 0 ( 0) 8 ( 92)

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め 20 ( 221) 15 ( 126) 2 ( 42) 0 ( 0) 3 ( 53)

遮断工封じ込め 0 ( 3) 0 ( 0) 0 ( 1) 0 ( 0) 0 ( 2)

合計 88 ( 1031) 21 ( 238) 56 ( 646) 0 ( 0) 11 ( 147)

盛土 1 ( 52) - - 1 ( 52) - - - -

土壌入換え 0 ( 6) - - 0 ( 6) - - - -

土壌汚染の除去 0 ( 19) - - 0 ( 19) - - - -

合計 1 ( 77) - - 1 ( 77) - - - -

複合汚染指示措置の内容
指示措置の件数 ＶＯＣ

（第一種）

不適合

重金属等

（第二種）

不適合

農薬等

（第三種）

不適合

地
下
水
の
摂
取
等

に
よ
る
リ
ス
ク

直
接
摂
取

に
よ
る
リ
ス
ク
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表 4-3 地下水の摂取等によるリスクに係る指示措置と汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数 

 
（件数：複数回答有） 

 
 

注１）１つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の実施措置の方法が計画されるため、「指示措置の件数」と「汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数」は一致し

ない。 

注２）指示措置は規則別表第６に定める「講ずべき汚染の除去等の措置」、汚染除去等計画書における実施措置の方法は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。 

注３）累計は平成 29 年改正法による第二段階施行がなされた令和元年度からの累計件数である。 

 

 

 

【 参考 地下水の摂取等によるリスクに係る指示措置と実施した措置の平成 30 年度までの累計件数 】 

 
（件数：複数回答有） 

 
 

注１）１つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の措置が実施されるため、「指示措置の件数」と「実施した措置の件数」は一致しない。 

注２）指示措置は規則別表第６に定める「講ずべき汚染の除去等の措置」、実施した措置は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。 

注３）平成 22 年度から平成 29 年改正法による第二段階施行前(H31.4.1 前)の平成 30 年度までの累計件数である。 

  

指示措置 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計

地下水の水質の測定 68 ( 347) 30 ( 148) 0 ( 1) 0 ( 0) 1 ( 6) 42 ( 218) 2 ( 10) 0 ( 0) 0 ( 2) 0 ( 0)

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め 20 ( 100) 2 ( 16) 1 ( 3) 0 ( 1) 2 ( 15) 12 ( 54) 9 ( 34) 0 ( 0) 0 ( 3) 0 ( 0)

遮断工封じ込め 0 ( 2) 0 ( 1) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 1) 0 ( 1) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0)

遮断工
封じ込め

不溶化

掘削除去

土壌汚染の除去

原位置
不溶化

不溶化
埋め戻し

遮水工
封じ込め 原位置浄化

による除去

地下水汚染の
拡大の防止

地下水の
水質の測定

原位置
封じ込め

汚染除去等計画書における
実施措置の方法

掘削除去
原位置浄化
による除去

原位置不溶化
不溶化

埋め戻し

H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計

460 121 2 0 0 265 18 0 1 3

121 13 2 1 10 39 40 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0遮断工封じ込め

遮断工
封じ込め

不溶化

指示措置

地下水の水質の測定

地下水汚染の
拡大の防止

土壌汚染の除去

原位置封じ込め又は遮水工封じ込め

実施した措置
地下水の

水質の測定
原位置

封じ込め
遮水工

封じ込め
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表 4-4 直接摂取によるリスクに係る指示措置と汚染除去等計画書における実施措置の方法の件数 

 
（件数：複数回答有） 

 
 

注１）１つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の実施措置の方法が計画されるため、「指示措置の件数」と「汚染除去等計画書における

実施措置の方法の件数」は一致しない。 

注２）指示措置は規則別表第６に定める「講ずべき汚染の除去等の措置」、汚染除去等計画書における実施措置の方法は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」で

ある。 

注３）累計は平成 29 年改正法による第二段階施行がなされた令和元年度からの累計件数である。 

 

 

 

【 参考 直接摂取によるリスクに係る指示措置と実施した措置の平成 30 年度までの累計件数 】 

 
（件数：複数回答有） 

 
 

注１）１つの要措置区域に対し、複数の措置が指示されることに加え、複数の措置が実施されるため、「指示措置の件数」と「実施した措置

の件数」は一致しない。 

注２）指示措置は規則別表第６に定める「講ずべき汚染の除去等の措置」、実施した措置は「環境省令で定める汚染の除去等の措置」である。 

注３）平成 22 年度から平成 29 年改正法による第二段階施行前(H31.4.1 前)の平成 30 年度までの累計件数である。 
 

指示措置 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計

盛土 1 (20) 0 ( 12) 1 ( 2) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 2) 0 ( 9) 0 ( 0)

土壌入換え 0 (0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0)

土壌汚染の除去 0 (2) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 0) 0 ( 2) 0 ( 0)

原位置浄化
による除去

土壌汚染の除去

掘削除去

土壌入替え

盛土区域外
土壌入換え

区域内
土壌入換え

汚染除去等計画書における
実施措置の方法

舗装 立入禁止

区域外
土壌入換え

区域内
土壌入換え

掘削除去
原位置浄化
による除去

H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計 H30までの累計

32 7 4 0 0 4 12 1

6 0 1 0 2 0 1 0

18 0 0 0 0 0 16 0

土壌汚染の除去

指示措置

盛土

土壌入換え

土壌汚染の除去

盛土

実施した措置

舗装 立入禁止

土壌入替え
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4.3 実施措置の種類 

 

令和６年度に提出された工事完了報告書、実施措置完了報告書及びそれらに準じた報告書に

基づいた実施措置の種類の件数を指定に係る特定有害物質の種類別に表 4-5 に示す。実施措置の

種類は「掘削除去」、「地下水の水質の測定」、「原位置浄化」の順に多かった。 

 

表 4-5 実施措置の種類 

 
(件数：複数回答有) 

 
 

注１）１つの要措置区域等に対し、複数の実施措置が実施されることがあるため、「工事完了・実施措置完了報告書及びそれら

に準じた報告書提出件数」は要措置区域等の指定の解除件数と一致しない。 

注２）（ ）内の数値は、平成 22 年度からの累計件数である。 
 

  

R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計 R6 累計

地下水の水質の測定 10 ( 288 ) 36 ( 390 ) 46 ( 678 ) 5 ( 69 ) 33 ( 514 ) 0 ( 0 ) 8 ( 95 ) 

原位置封じ込め 0 ( 14 ) 1 ( 13 ) 1 ( 27 ) 0 ( 2 ) 1 ( 11 ) 0 ( 0 ) 0 ( 14 ) 

遮水工封じ込め 0 ( 5 ) 1 ( 12 ) 1 ( 17 ) 0 ( 3 ) 0 ( 7 ) 0 ( 0 ) 1 ( 7 ) 

地下水汚染の拡大の防止 1 ( 28 ) 2 ( 44 ) 3 ( 72 ) 1 ( 25 ) 2 ( 25 ) 0 ( 0 ) 0 ( 22 ) 

遮断工封じ込め 0 ( 1 ) 2 ( 4 ) 2 ( 5 ) 0 ( 1 ) 1 ( 2 ) 0 ( 0 ) 1 ( 2 ) 

原位置不溶化 0 ( 13 ) 0 ( 6 ) 0 ( 19 ) 0 ( 1 ) 0 ( 9 ) 0 ( 0 ) 0 ( 9 ) 

不溶化埋め戻し 0 ( 7 ) 0 ( 21 ) 0 ( 28 ) 0 ( 0 ) 0 ( 19 ) 0 ( 0 ) 0 ( 9 ) 

0 ( 29 ) 29 ( 289 ) 29 ( 318 ) 0 ( 4 ) 22 ( 255 ) 0 ( 0 ) 7 ( 59 ) 

2 ( 24 ) 3 ( 114 ) 5 ( 138 ) 0 ( 3 ) 3 ( 109 ) 0 ( 0 ) 2 ( 26 ) 

区域外土壌入換え 0 ( 5 ) 7 ( 64 ) 7 ( 69 ) 0 ( 1 ) 5 ( 58 ) 0 ( 0 ) 2 ( 10 ) 

区域内土壌入換え 0 ( 3 ) 1 ( 23 ) 1 ( 26 ) 0 ( 0 ) 1 ( 25 ) 0 ( 0 ) 0 ( 1 ) 

0 ( 6 ) 15 ( 120 ) 15 ( 126 ) 0 ( 1 ) 12 ( 100 ) 0 ( 0 ) 3 ( 25 ) 

掘削除去 91 ( 1,165 ) 382 ( 4,780 ) 473 ( 5,945 ) 21 ( 311 ) 394 ( 4,784 ) 1 ( 4 ) 57 ( 846 ) 

原位置浄化 16 ( 207 ) 16 ( 166 ) 32 ( 373 ) 11 ( 189 ) 1 ( 41 ) 0 ( 1 ) 20 ( 142 ) 

119 ( 1,489 ) 581 ( 5,935 ) 700 ( 7,424 ) 46 ( 533 ) 543 ( 5,713 ) 1 ( 6 ) 110 ( 1,172 ) 

地
下
水
の
摂
取
等
に
よ
る

リ
ス
ク

不溶化

土壌汚染の除去

工事完了・実施措置完了報告書及び
それらに準じた報告書提出件数

直
接
摂
取
に
よ
る

リ
ス
ク

舗装

立入禁止

土壌入換え

盛土

重金属等
（第二種）
不適合

農薬等
（第三種）
不適合

複合汚染

実施措置が実施された
区域等

実施措置の種類　　　　       　             　　　'

要措置区域
実施措置実施件数

形質変更時
要届出区域

実施措置実施件数
実施措置実施件数

ＶＯＣ
（第一種）
不適合
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4.4 実施措置の実施率 

 

令和６年度末までに指定された要措置区域における実施措置の実施率を表 4-6 及び図 4-1 に示

す。要措置区域指定累計件数(Ａ)が 1,100 件に対し、要措置区域解除累計件数(Ｂ)が 759 件、要

措置区域のうち、区域指定の解除がなされていない区域であって、実施措置を実施し完了してい

ない（実施措置の実施中の）区域件数(Ｃ)が 306 件であり、実施措置の実施率((Ｂ＋Ｃ)/Ａ)は

96.8％であった。 

 

表 4-6 実施措置の実施率 

 

 
 

注１）要措置区域指定累計数 1,100 件のうち、平成 21 年改正法前に指定区域に指定さ

れ、改正法施行後、要措置区域に指定された７件を含む。 

注２）令和３年度、要措置区域に指定された区域における実施措置の実施状況などの

ヒアリング等調査を実施し、実施措置を実施し完了していない（実施措置の実

施中の）区域件数(Ｃ)を見直した。 

注３）措置未実施とは 

① 平成 31 年４月１日以降に指定された要措置区域 

汚染除去等計画書、工事完了・実施措置完了報告書の提出についての回答

がない要措置区域 

② 平成 31 年４月１日前に指定された要措置区域 

工事終了・措置の完了報告書の提出についての回答がない要措置区域 

 

 

 
 

図 4-1 措置実施率 

 

  

件数 ％

要措置区域指定累計件数（A） 1,100 100.0%

1065 96.8%

要措置区域解除累計件数（B) 759 69.0%

要措置区域のうち、区域指定の解除がなされていな
い区域であって、措置を実施し完了していない（措置
実施中の）区域件数（C）

306 27.8%

35 3.2%

措置実施件数（B+C)

措置未実施件数（A-(B+C)）

項目

措置未実施率

3.2%
要措置区域解除累計数（B)

69.0%

要措置区域のうち、区域指定の解

除がなされていない区域であっ

て、措置を実施し完了していない

（措置実施中の）区域件数（C）

27.8%

措置実施率

96.8%
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4.5 臨海部特例区域 

 

令和６年度における臨海部特例区域の状況を表 4-7 に示す。令和６年度に施行管理方針の確認

により、臨海部特例区域として台帳に記載された件数は１件であり、令和６年度末時点における

臨海部特例区域は２件である。 

 

表 4-7 臨海部特例区域の状況 

 

 
 

注）（ ）内の数値は、令和元年度からの累計件数である。 

 

 

 

 

R6 累計

1 (2)

うち、一般管理区域として指定されている件数 0 (0)

うち、自然由来特例区域として指定されている件数 0 (0)

うち、埋立地特例区域として指定されている件数 1 (1)

うち、埋立地管理区域として指定されている件数 0 (1)

0 (0)

うち、一般管理区域として指定されている件数

うち、自然由来特例区域として指定されている件数

うち、埋立地特例区域として指定されている件数

うち、埋立地管理区域として指定されている件数

項目
件数

施行管理方針の確認により、臨海部特例区域として台帳に記載した件数

施行管理方針の確認の取消しにより、台帳の記載内容を修正（自然由来特例
区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域又は一般管理区域に修正）した件数

臨海部特例区域の区域数（当該年度末時点）

1

1

2

0

0
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4.6 汚染土壌の搬出及び処理の状況 

 

１) 区域間移動及び飛び地間移動の事例 

令和６年度において、区域間移動及び飛び地間移動における搬出された汚染土壌の特定有

害物質による汚染状態を表 4-8 に示す。区域間移動は４件であり、「鉛及びその化合物」、

「砒素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」が同件数で最も多く、搬出した汚染土量

の全体量は約 0.3 万㎥であった。 

また、飛び地間移動は 32 件であり、搬出された汚染土壌の特定有害物質の汚染状態は

「鉛及びその化合物」が最も多く、搬出した汚染土壌の全体量は約 6.6 万㎥であった。 
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表 4-8 区域間移動及び飛び地間移動による汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 

 
(件数：複数回答有) 

 
 

注１）１件の搬出事例に対し、複数の基準不適合物質が含まれる場合がある。 

注２）（ ）内の数値は、制度が施行された令和元年度からの累計件数である。 

注３）法第 16 条第１項の届出に基づき、各自治体が指定した要措置区域等の指定番号から集計しているため、区域間移動については自然由来等土壌に含まれない特定有害物質についても計上してい

る。 
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化
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（
Ｐ
Ｃ
Ｂ

）

有
機
り
ん
化
合
物

R6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0

累計 ( 38 ) ( 2 ) ( 8 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 8 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 8 ) ( 17 ) ( 0 ) ( 8 ) ( 21 ) ( 31 ) ( 21 ) ( 15 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

R6 32 8 4 9 9 8 1 2 2 8 9 9 8 7 5 9 9 6 0 6 28 20 27 7 2 2 2 2 2

累計 ( 198 ) ( 23 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 24 ) ( 22 ) ( 6 ) ( 11 ) ( 14 ) ( 17 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 22 ) ( 52 ) ( 23 ) ( 53 ) ( 35 ) ( 42 ) ( 1 ) ( 36 ) ( 152 ) ( 120 ) ( 151 ) ( 42 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 9 ) ( 2 ) 

R6 36 9 4 9 9 8 1 2 2 8 9 9 8 7 5 10 9 6 0 6 30 22 29 7 2 2 2 2 2

累計 ( 236 ) ( 25 ) ( 28 ) ( 21 ) ( 24 ) ( 22 ) ( 6 ) ( 11 ) ( 14 ) ( 17 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 22 ) ( 60 ) ( 31 ) ( 63 ) ( 43 ) ( 59 ) ( 1 ) ( 44 ) ( 173 ) ( 151 ) ( 172 ) ( 57 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 9 ) ( 2 ) 

搬
出
件
数

ＶＯＣ（第一種） 重金属等（第二種） 農薬等（第三種）

搬出事例

合計

区域間移動

飛び地間移動
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２) 汚染土壌の処理先と特定有害物質による汚染状態 

令和６年度において、実施措置のうち掘削除去によって搬出された汚染土壌の処理先と特

定有害物質による汚染状態を表 4-9 に示す。処理先は「浄化等処理施設」、「分別等処理施

設」、「埋立処理施設」の順に多かった。汚染土壌の特定有害物質による汚染状態は「鉛及び

その化合物」、「ふっ素及びその化合物」、「砒素及びその化合物」の順に多かった。 
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表 4-9 汚染土壌の処理先と特定有害物質による汚染状態 

 
(件数：複数回答有) 

 
 

注１）１件の処理事例に対し、複数の基準不適合物質が含まれ、複数の汚染土壌処理施設に搬出する場合がある。 

注２）（ ）内の数値は、平成 22 年度からの累計件数である。 

注３）法第16条第１項の届出に基づき、各自治体が指定した要措置区域等の指定番号から集計しているため、汚染土壌処理施設によっては処理が可能ではない特定有害物質についても計上している。 

 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

四
塩
化
炭
素

一
・
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|

ジ
ク
ロ
ロ
エ
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ン
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・
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ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
・
二
|

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

　
シ
ス
|

一
・
二
|

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
・
三
|

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
・
一
・
一
|
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

一
・
一
・
二
|
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ベ
ン
ゼ
ン

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

シ
ア
ン
化
合
物

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

　
ア
ル
キ
ル
水
銀

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

ふ

っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

シ
マ
ジ
ン

チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ

チ
ウ
ラ
ム

ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル

（
Ｐ
Ｃ
Ｂ

）

有
機
り
ん
化
合
物

R6 563 76 20 23 45 74 11 10 14 55 18 18 88 35 61 165 71 94 0 60 383 308 352 93 13 11 11 16 13

累計 ( 4,478 ) ( 287 ) ( 86 ) ( 93 ) ( 206 ) ( 236 ) ( 236 ) ( 52 ) ( 91 ) ( 418 ) ( 80 ) ( 61 ) ( 501 ) ( 259 ) ( 288 ) ( 1,092 ) ( 453 ) ( 625 ) ( 23 ) ( 292 ) ( 2,820 ) ( 1,982 ) ( 2,230 ) ( 571 ) ( 39 ) ( 29 ) ( 26 ) ( 61 ) ( 31 ) 

R6 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 8 2 1 0 2 18 22 19 3 0 0 0 0 0

累計 ( 779 ) ( 6 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 11 ) ( 3 ) ( 17 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 41 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 40 ) ( 16 ) ( 26 ) ( 138 ) ( 31 ) ( 63 ) ( 1 ) ( 38 ) ( 447 ) ( 266 ) ( 349 ) ( 77 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 8 ) ( 2 ) 

R6 114 9 2 2 5 10 0 0 3 8 3 1 9 0 7 19 12 15 0 6 86 70 84 11 0 0 0 1 0

累計 ( 767 ) ( 30 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 25 ) ( 27 ) ( 21 ) ( 8 ) ( 16 ) ( 52 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 51 ) ( 18 ) ( 32 ) ( 112 ) ( 66 ) ( 199 ) ( 4 ) ( 40 ) ( 506 ) ( 408 ) ( 416 ) ( 70 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 15 ) ( 6 ) 

R6 545 56 12 19 34 57 11 8 13 30 11 12 67 31 56 157 71 81 0 61 385 300 357 75 9 8 8 12 9

累計 ( 3,787 ) ( 238 ) ( 55 ) ( 59 ) ( 146 ) ( 196 ) ( 107 ) ( 46 ) ( 78 ) ( 213 ) ( 57 ) ( 43 ) ( 348 ) ( 178 ) ( 242 ) ( 962 ) ( 336 ) ( 472 ) ( 18 ) ( 272 ) ( 2,571 ) ( 1,815 ) ( 2,125 ) ( 453 ) ( 27 ) ( 22 ) ( 18 ) ( 52 ) ( 22 ) 

R6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 52 0 0 0 0 0 0

累計 ( 126 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 125 ) ( 126 ) ( 125 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

R6 1,308 142 34 44 84 142 22 18 30 93 32 31 166 66 127 349 156 191 0 129 924 752 864 182 22 19 19 29 22

累計 ( 9,937 ) ( 561 ) ( 162 ) ( 173 ) ( 388 ) ( 462 ) ( 381 ) ( 107 ) ( 188 ) ( 724 ) ( 151 ) ( 115 ) ( 940 ) ( 471 ) ( 588 ) ( 2,304 ) ( 886 ) ( 1,359 ) ( 46 ) ( 642 ) ( 6,469 ) ( 4,597 ) ( 5,245 ) ( 1,171 ) ( 73 ) ( 57 ) ( 50 ) ( 136 ) ( 61 ) 

浄化等処理施設

処
理
件
数

ＶＯＣ（第一種） 重金属等（第二種） 農薬等（第三種）

処理先

合計

セメント製造施設

埋立処理施設

分別等処理施設

自然由来等土壌
利用施設
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３) 汚染土壌処理施設までの流れ 

令和６年度における法対象土壌及び法対象外土壌のそれぞれの汚染土壌処理施設までの

流れを図 4-2 に示す。法対象土壌は約 295 万トンであり、処理先としては浄化等処理施設

（浄化・溶融）に約 103 万トン（35％）、分別等処理施設に約 99 万トン（34％）、自然由来

等土壌利用施設に約 44 万トン（15％）、の順に多かった。 

法対象外土壌は約 266 万トンであり、処理先としては分別等処理施設に約 129 万トン

（49％）、浄化等処理施設（浄化・溶融）に約 78 万トン（30％）、セメント製造施設に約 30

万トン（11％）の順に多かった。 

 

 

 



 

 

 

 

図 4-2 法対象土壌及び法対象外土壌のそれぞれの汚染土壌処理施設までの流れ（令和６年度） 
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